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JNLA登録の一般要求事項 改正案 新旧対照表 
 

（傍線部分は改正部分） 
改正案 現 行 

はじめに－適用範囲 
工業標準化法に基づく試験事業者登録制度（以下「JNLA」という。）

は、試験事業者からの任意の申請に基づいて行われる制度である。 

はじめに－適用範囲 
工業標準化法に基づく試験事業者登録制度（以下「JNLA」という。）

は、試験事業者からの任意の申請に基づいて行われる制度である。 
この文書は、独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下「機構」という。）

が運用する工業標準化法（昭和24年法律第185号。以下「法」という。）、

工業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令（昭和24年

政令第408号）、工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令

（平成9年通商産業省・厚生省・運輸省令第4号。以下「省令」という。）

等に基づく試験事業者に対する登録の要求事項を規定したもので、大き

く二つの部分から構成している。Ⅰ．では法第57条に規定された「国

際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準

（ISO/IEC 17025）」を登録基準とすることを表明しており、登録申請

事業者及び登録試験事業者はこれに適合することを要求している。Ⅱ．

では、登録申請事業者、登録試験事業者及び認定国際基準に対応する登

録試験事業者（以下「国際 MRA 対応認定試験事業者」という。）が遵

守すべき事項を定めており、法及び適合性評価機関の認定を行う機関に

対する一般要求事項（ISO/IEC 17011）に規定された要求事項に基づい

ている。Ⅱ．は第１部（登録申請事業者に関する事項）、第２部（登録

試験事業者に関する事項）及び第３部（国際MRA対応認定試験事業者

に関する事項）から構成されている。 

この文書は、同法及び同法施行規則などの政省令に基づく試験事業者

に対する登録要求事項を規定したもので、大きく 2 つの部分から構成

している。Ⅰ．では同法第57条に規定された国際標準化機構及び国際

電気標準会議が定めた試験所に関する基準（ISO/IEC 17025）を登録

審査基準とすることを表明しており、登録申請事業者及び登録試験事

業者はこれに適合することを要求している。Ⅱ．では、登録申請事業

者、登録試験事業者及び認定国際基準に対応する登録試験事業者が遵

守すべき事項を定めており、同法並びに適合性評価機関の審査及び認

定を行う機関に対する一般要求事項（ISO/IEC 17011）に規定された

要求事項に基づいている。Ⅱ．は第１部（登録申請事業者に関する事

項）、第２部（登録試験事業者に関する事項）及び第３部（認定国際基

準に対応する登録試験事業者に関する事項）から構成されている。 

登録申請事業者は第１部が適用され、登録試験事業者は第２部が適用さ

れ、国際MRA対応認定試験事業者は第２部及び第３部が適用される。 
登録申請事業者は第１部が適用され、認定国際基準に対応しない登録

試験事業者は第２部が適用され、認定国際基準に対応する登録試験事
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業者（以下「国際MRA対応認定事業者」という。）は第２部及び第３

部が適用される。 
なお、この文書の中で機構の認定センター（以下「認定センター」とい

う。）への申請又は届出が必要な場合の手続きの詳細については、

「JNLA登録の取得と維持のための手引き（JNRP22）」（以下「手引き」

という。）による。また、参考のために、項目名又は規定の末尾に括弧

書きで規定の基となっている参照文書及び対応条文・項目番号を示して

いる。 

なお、この文書の中で独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下「機

構」という。）への申請又は届け出が必要な場合などの手続きの詳細に

ついては、「JNLA登録の取得と維持のための手引き（JNRP22）」（以

下「手引き」という。）による。また、参考のために、項目名又は規定

の末尾に括弧書きで規定の基となっている参照文書及び対応条文・項

目番号を示している。ここで、法とは工業標準化法（昭和24年法律第

185 号）を、手数料令とは、工業標準化法に基づく登録申請手数料の

額等を定める政令（昭和24年政令第408号）を、省令とは工業標準化

法に基づく登録試験事業者等に関する省令（平成 9 年通商産業省・厚

生省・運輸省令第4号）を指す。 
定義 
この文書で用いる主な用語の定義は、法、省令、ISO/IEC 17025 及び

VIM3（ISO/IEC Guide 99）によるほか、次による。 

定義 
この文書で用いる主な用語の定義は、次による。 

 認定機関 
工業標準化法に基づき試験事業者の登録を行う機関。この文書では機

構認定センター（英文名称：IAJapan）をいう。 
登録申請事業者 
法に基づき、試験所の登録を申請する試験事業者及び申請した試験事業

者。 
登録試験事業者 略 
認定国際基準 
認定センターが、APLAC（アジア太平洋試験所認定協力機構）、ILAC
（国際試験所認定協力機構）等の相互承認（MRA）に署名することに

より生じる試験所認定制度等の国際基準。 

登録申請事業者 
工業標準化法に基づき、試験所の登録を申請する事業者及び申請した

事業者。 
登録試験事業者 略 
認定国際基準 
認定機関が、APLAC、ILAC等の地域又は国際試験所認定機関協力機

構の国際相互承認（MRA）に署名することにより生じる試験所認定制

度の国際的な要求事項のこと。 
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国際MRA対応認定試験事業者 
登録試験事業者のうち、認定国際基準に対応する者。 
立入検査 
法第64条に基づいて機構が行う登録試験事業者に対する現地検査。 

国際MRA対応認定事業者 
登録試験事業者のうち、認定国際基準に対応する事業者。 
立入検査 
工業標準化法第 64 条に基づいて機構が行う登録試験事業者に対する

現地検査。 
定期検査 
認定国際基準への継続的な適合及び技術能力の維持を確認するため、認

定センターが行う国際 MRA 対応認定試験事業者に対する定期的な現

地検査。 

定期検査 
認定国際基準への継続的な適合及び技術能力の維持を確認するため、

認定機関が行う国際MRA対応認定事業者に対する定期的な現地検査。 

Ⅰ．登録に関する一般要求事項 
試験事業者に対する登録基準は、法第57条第2項に規定する試験所に

関する基準である ISO/IEC 17025とする。登録申請事業者及び登録試

験事業者は、これらの該当する要求事項に適合しなければならない。 

Ⅰ．登録に関する一般要求事項 
機構認定センター（英文略称：IAJapan。以下「認定機関」という。）

は、工業標準化法第57条第2項に規定する試験所に関する基準である

ISO/IEC 17025を試験事業者の登録審査基準とする。登録申請事業者

及び登録試験事業者は、これらの該当する項目に適合しなければなら

ない。 
次の各事項について、具体的な要求内容を示す。 次の各事項について、具体的な要求内容を示す。 

管理上の要求事項（ISO/IEC 17025 箇条4） 管理上の要求事項（ISO/IEC 17025） 
4.1.3 組織 略 4.1.3 組織 略 
4.5.1 試験の下請負契約 
法では、「登録を受けた者が登録を受けた試験所において登録を受けた

試験を行ったときは、標章を付した証明書を交付できる」旨規定されて

いるため、下請負契約を結んだ試験事業者（以下「下請負契約者」とい

う。）のうち、登録試験事業者以外の者が行った試験結果について、

JNLA標章を付した試験証明書を発行することはできない。 
登録試験事業者は、JNLA標章付き試験証明書に下請負契約者である他

の登録試験事業者の試験結果を含める場合は、この文書の 5.10.6 に従

4.5.1 試験の下請負契約 
工業標準化法では、「登録を受けた者が登録を受けた試験所において登

録を受けた試験を行ったときは、標章を付した証明書を交付できる」

旨規定されているため、原則、登録試験事業者以外の下請負契約を結

んだ試験事業者（以下「下請負契約者」という。）が行った試験結果に

ついて、JNLA標章を付した試験証明書を発行することはできない。 
JNLA 標章付き試験証明書に下請負契約を結んだ他の登録試験事業者

の試験結果を含める場合は、5.10.6項を参照すること。 
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うこと。 
技術的要求事項（ISO/IEC 17025 箇条5） 技術的要求事項（ISO/IEC 17025） 
5.4.4 規格外の方法 
JNLA 登録は日本工業規格（以下「JIS」という。）に定められている

試験方法を用いて試験を実施する場合に限定している。そのため、JIS
以外の方法による試験については登録範囲外となるが、JISに「当事者

間の協定によって」などと指示されている場合及びJISに具体的な指示

がない場合にあっては、試験所が開発した方法、他の規格による方法で

の試験になる場合があり、このような場合には「規格外の方法」が適用

される。 

5.4.4 規格外の方法 
JNLA 登録は日本工業規格（以下「JIS」と示す。）に定められている

試験方法を実施する場合に限定している。そのため、JIS以外の方法に

よる試験については登録外となるが、JISにより「当事者間の協定によ

って」等が指示されている場合及び JIS に具体的な指示がない場合に

あっては試験所が開発した方法、他の規格による方法での試験になる

場合があり、このような場合には「規格外の方法」が適用されること

となる。 
5.4.6.2 測定の不確かさの推定 
測定の不確かさの推定については、認定センターが別に公表している

「JNLA の試験における測定の不確かさの適用に関する方針

（JNRP24）」に定めるカテゴリー分類に従い、測定の不確かさを見積

もること。 

5.4.6.2 測定の不確かさの推定 
測定の不確かさの推定については、別に公表している「JNLA の試験

における測定の不確かさの適用に関する方針」に定めるカテゴリー分

類の定義に従い、測定の不確かさを見積もること。（附属書の参考１参

照） 
5.5 設備 略 5.5 設備 略 
5.6 測定のトレーサビリティ 
測定のトレーサビリティについては、認定センターが別に定める

「IAJapan 測定のトレーサビリティに関する方針（URP23）」に従う

こと。 

5.6 測定のトレーサビリティ 
5.6.2.2 試験 
測定のトレーサビリティについては、別に公表している「IAJapan 測

定のトレーサビリティに関する方針（URP23）」に従うこと。 
5.6.3 参照標準及び標準物質 
5.6.2.2項と同じ。 

5.9 試験結果の品質保証 
試験所間比較又は技能試験については、認定センターが別に定める

「IAJapan技能試験に関する方針（URP24）」に従うこと。 
技能試験が提供されている製品試験について、技能試験に参加せずに結
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果の品質保証を行う場合には、技能試験に参加した場合と同等の結果の

信頼性が確保される品質保証活動（注記）を行い、試験結果の同等性を

実証すること。 
注記：下図は、同時参加スキームの技能試験結果を示したものである。

試験所Aは「不満足」、試験所B～試験所Kは「満足」な結果を収めて

いる。ここで、「技能試験に参加した場合と同等の信頼性が確保される

品質保証活動」とは、自身が試験所 B～試験所 K と同等の結果を出せ

ることを客観的なデータを以て実証できる活動をいい、例えば、技能試

験に参加し満足な結果を収めた登録試験事業者と試験所間比較を行う

ことなどが考えられる。 
図 略  
5.10 結果の報告 
登録試験事業者は、JNLA標章付きの試験証明書の発行において、登録

されている範囲外の試験結果が証明書に含まれる場合、登録されている

範囲外の試験結果であることを明確に識別すること。登録範囲内の試験

結果が含まれない場合は、JNLA標章付きの試験証明書は発行できな

い。 

5.10 結果の報告 
JNLA 標章付きの試験証明書の発行において、登録されている試験区

分以外の試験結果が証明書に含まれる場合、登録されている範囲外の

試験結果であることを明確に識別すること。 

5.10.2 試験証明書（記載事項） 
(1) 試験証明書には、省令第４条に定められている次の各事項を記載す

ること。 
①～⑦ 略 

5.10.2 試験証明書 
(1) 工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第４条に定

められている次の各事項を記載すること。 
①～⑦ 略 

(2) ISO/IEC 17025では、正当な除外の理由をもつ場合を除き、試験を

実施した日付を試験証明書に記載することが要求されているため、登録

試験事業者は、正当な除外の理由がない限り、JNLA標章付き試験証明

書には試験の実施年月日を記載すること。 
試験の実施が二日以上にわたる場合は、その期間の最初と最後の年月日

又は最後の年月日を記載すること。 

(2) ISO/IEC 17025では、正当な除外の理由をもつ場合を除き、試験を

実施した日付を試験証明書に記載することが要求されているため、正

当な除外の理由がない限り、JNLA 標章付き試験証明書には試験の実

施年月日を記載すること。 
試験の実施が２日以上にわたる場合は、その期間の最初と最後の年月

日又は最後の年月日を記載すること。 
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なお、JISで試験の実施年月日の記載方法が規定されている場合はJIS
を優先する。 

なお、JISで試験の実施年月日の記載方法が規定されている場合はJIS
を優先する。 

 (3) 試験所は、別に公表している「JNLAの試験における測定の不確か

さの適用に関する方針」に従い、カテゴリー分類の第Ⅱ類「定量試験A」
で自ら不確かさを見積もることができると判断した試験及び第Ⅲ類

「定量試験B」と判断した試験について、その試験結果に対する規格適

合性の表明を行う場合は、JNLA標章付き試験証明書に測定の不確かさ

を記載すること。ただし、5.10.5(2)に該当する場合を除く。 
5.10.3 試験証明書（試験結果の解釈に必要な事項） 5.10.5 意見及び解釈 
(1) 登録試験事業者は、別に定める「JNLAの試験における測定の不確

かさの適用に関する方針（JNRP24）」に従い、カテゴリー分類の第Ⅱ

類「定量試験A」で自ら不確かさを見積もることができると判断した試

験及び第Ⅲ類「定量試験B」と判断した試験について、その試験結果に

対する規格適合性の表明を行う場合は、本細分箇条(3)に該当する場合

を除き、JNLA標章付き試験証明書に測定の不確かさを記載すること。 

 

(2) JNLA標章付き試験証明書において規格適合性の表明を行う場合、

登録試験事業者は試験の結果、不確かさの大きさ及び規格値との関係に

注意する必要があり、附属書（参考）「JNLAの試験結果の規格適合性

の表明に関する指針」の内容を考慮して、適切な「規格適合性の表明に

関する方針」をもち、文書化すること。 

(1) JNLA標章付き試験証明書において規格適合性の表明を行う場合、

試験所は試験の結果、不確かさの大きさ及び規格値との関係に注意す

る必要があり、附属書「試験結果の規格適合性の表明に関する指針」

の内容を考慮して、適切な「規格適合性の表明に関する方針」をもち、

文書化すること。 
(3) 登録試験事業者は、規格適合性を表明する場合、法令で規定されて

いる場合又は試験方法を定めた JIS に試験結果への不確かさの適用若

しくは不適用が規定されている場合には、その規定に従うこと。これら

以外の場合であって、顧客との書面による合意がある場合には、登録試

験事業者は、以下の何れかの表明をしてもよい。 
①顧客が規格適合性を判定するとき、不確かさは明示的に考慮する必要

がないこと。 

(2) 規格適合性を表明する場合、試験方法を定めたJISに不確かさの算

定及び試験結果への適用が規定されている場合を除き、顧客との書面

による合意がある場合には、測定の不確かさを考慮せず、規格適合性

を判定し表明することができる。この場合、測定の不確かさを考慮せ

ず、規格適合性を判定した旨をJNLA標章付き試験証明書の中で明確

に記載すること。また、測定の不確かさを記載しない場合であっても、

測定の不確かさを見積もる必要があり、顧客から要望された場合はい
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②エンドユーザ等から「規格適合性の判定に不確かさを考慮しなくてよ

い」旨の意思表示（注記1）がある場合には、登録試験事業者が、測定

の不確かさを考慮せずに、規格適合性を表明すること。この場合、登録

試験事業者は、測定の不確かさを考慮せず、規格適合性を判定した旨を

JNLA標章付き試験証明書の中で明確に記載すること。測定の不確かさ

を記載しない場合であっても、登録試験事業者は測定の不確かさを見積

もる必要があり、顧客から要望された場合はいつでも利用できることを

確保すること。 

つでも利用できることを確保すること。 

注記1）この意思表示には、エンドユーザ等がホームページなどで公開

している情報を含み、例えばJIS登録認証機関協議会が公表するJISマ
ーク表示制度に関する解釈集が該当する。 

 

(4) 登録試験事業者は、不確かさを考慮せずに規格適合性を表明する場

合には、共有されたリスク（shared risk：注記2）を考慮することが望

ましい。 

 

注記2）APLAC TC 004（METHOD OF STATING TEST AND 
CALIBRATION RESULTS AND COMPLIANCE WITH 
SPECIFICATION）では、共有されたリスク、規格適合性に係る一つ

の考え方が公表されている。この文書の附属書（参考）別紙2で日本語

訳（抜粋）を示す。 

APLACではTC004（METHOD OF STATING TEST AND 
CALIBRATION RESULTS AND COMPLIANCE WITH 
SPECIFICATION）として一つの考え方が公表されている。 

5.10.6 下請負契約者から得られた試験結果 
登録試験事業者が発行する JNLA 標章付き試験証明書に、下請負契約

者である他の登録試験事業者によって行われた試験結果を含める場合

には、その下請負契約者から JNLA 標章付き試験証明書を入手すると

ともに、以下の条件のすべてを満足すること。 

5.10.6 下請負契約者から得られた試験結果 
登録試験事業者が発行するJNLA 標章付き試験証明書に、下請負契約

を結んだ他の登録試験事業者（以下「下請負契約者」という。）によっ

て行われた試験結果を含める場合には、下請負契約者からJNLA標章

付き試験証明書を入手するとともに、以下の条件のすべてを満足する

こと。 
①下請負契約者によって行われた試験結果を含んでいる旨を、試験証明

書の１頁目及び下請負契約者によって行われた試験結果を含んでいる

① 下請負契約者によって行われた試験結果を含んでいる旨を、試験証

明書の JNLA 標章を付した頁に明確に記載すること。但し、複数
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すべての頁に記載すること。 頁にわたる試験証明書であって、全頁に JNLA 標章が付されてい

る場合にあっては、１頁目及び下請負契約者によって行われた試験

結果を含んでいる頁のみにその旨を記載すれば良いこととする。 

②試験証明書のすべての試験結果について、下請負契約者によって行わ

れた試験結果を明確に識別すること。 
③下請負契約者によって行われた試験範囲が自身の登録範囲外の場合

は、その旨を試験証明書に明確に記載すること（第２部１.３.１(2)参
照。）。 

②試験証明書の各試験結果について、下請負契約者によって行われた

試験結果を明確に識別すること。 
③下請負契約者によって行われた試験範囲が自身の登録範囲外の場合

は、その旨を試験証明書に明確に記載すること。 

Ⅱ．登録に関する遵守事項 
登録申請事業者は登録申請の際に、登録試験事業者及び登録外国試験事

業者は登録更新申請の際に、法第 62 条及び第 65 条の規定に従い、定

められた手数料を機構に納めること。 

Ⅱ．登録に関する遵守事項 
登録申請事業者は登録申請の際に、登録試験事業者及び登録外国試験

事業者は登録更新申請の際に、工業標準化法第 62 条及び第 65 条の規

定に従い、定められた手数料を機構に納めること。 
第１部 登録申請事業者に関する事項 
１．登録申請事業者の遵守事項（法第57条第１項、省令第２条第１項、

ISO/IEC 17011 8.1）略 

第１部 登録申請事業者に関する事項 
１．登録申請事業者の遵守事項（法第57条第１項、省令第２条第１項、

ISO/IEC 17011 8.1）略 
２．登録申請後の申請書類の変更について 
登録申請事業者は、登録申請後に申請書類の変更が生じた場合は、手引

きに規定する様式「登録（登録の更新）申請書訂正願」により届け出る

こと。 

２．登録審査中の申請書類の変更について 
登録申請事業者は、登録審査中に申請書類の変更が生じた場合は、手

引きに規定する様式「登録（登録の更新）申請書訂正願」により届け

出ること。 
３．技能試験 
登録申請事業者は、認定センターが別に定める「IAJapan 技能試験に

関する方針（URP24）」に従うこと。 

３．技能試験 
認定センターが別に定める「IAJapan 技能試験に関する方針

（URP24）」に従うこと。 
４．認定国際基準対応サービスの申込み 略 ４．認定国際基準対応サービスの申込み 略 
第２部 登録試験事業者に関する事項 
１．登録試験事業者の遵守事項 
登録試験事業者が遵守しなければならない事項は、以下のとおり。 

第２部 登録試験事業者に関する事項 
１．登録試験事業者の遵守事項等 
登録試験事業者が遵守すべき事項等は、以下のとおり。 

１．１ 一般要求事項（ISO/IEC 17011 8.1,(8.3)） １．１ 一般要求事項（ISO/IEC 17011 8.1,(8.3)） 
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登録試験事業者は、以下の事項を遵守すること。 
①常にこの文書の規定を満足すること。 
②登録され、かつ、登録された範囲内で実施する業務に限り登録されて

いる旨を主張すること。 
③JNLAの不評判を招くような方法で登録を利用しないこと。また、登

録に関連して、誤解を招く又は正当でないと認定センターが見なすよう

な表明を行わないこと。 
④登録が取り消された場合又は登録に係る試験事業を廃止した場合は、

直ちにすべての登録の引用を禁止し、登録証を返納すること。 
⑤認定センターによる製品認証を暗示するような方法で登録を利用し

ないこと。 
⑥試験結果の証明書又はその一部が誤解を招くような方法で利用され

ないことを確保するよう努めること。 
⑦広告などにおける登録の引用方法は、１．３項の要求事項に適合させ

ること。 
⑧公正で誠実な業務を維持すること。 

登録試験事業者は、以下の事項を遵守すること。 
a) 常にこの文書の規定を満足すること。 
b) 登録され、かつ、登録された範囲内で実施する業務に限り登録され

ている旨を主張すること。 
c) JNLA の不評判を招くような方法で登録を利用しないこと。また、

登録に関連して、誤解を招く又は正当でないと認定機関が見なすよう

な表明を行わないこと。 
d) 登録が取り消された場合又は登録に係る試験事業を廃止した場合

は、直ちにすべての登録の引用を禁止し、登録証を返納すること。 
e) 認定機関による製品認証を暗示するような方法で登録を利用しない

こと。 
f) 試験結果の証明書又はその一部が誤解を招くような方法で利用され

ないことを確保するよう努めること。 
g) 広告などにおける登録の引用方法は、１．３項の要求事項に適合さ

せること。 
h) 公正で誠実な業務を維持すること。 

１．２ 試験証明書の発行（法第58条、法第65条第２項、省令第４条

～第５条、ISO/IEC 17011 8.3.1） 
登録試験事業者は、登録された範囲についてJISに定められた試験方法

により試験を行ったときは、図１の標章（JNLA標章）を付した試験証

明書を発行することができる（１．３項参照）。試験証明書の記載事項

は、省令第４条及び ISO/IEC 17025の第5.10項（結果の報告）の要求

事項を満たすこと。試験証明書への署名は、登録申請書類に記載された

署名又は記名押印する者（代理者を含む。）に限る。 
また、試験証明書の記載事項の内容を満たしていれば、標章を付した英

文による試験証明書を発行することができる。別紙１に、欄外に記載す

る英文の例を示す。 

１．２ 試験証明書の発行（法第 58 条、法第 65 条第２項、省令第４

条～第５条、ISO/IEC 17011 8.3.1） 
登録試験事業者は、登録された範囲について JIS に定められた試験方

法により試験を行ったときは、図１の標章（JNLA 標章）を付した試

験証明書を発行することができる（１．３項参照）。試験証明書の記載

事項は、省令第４条及び ISO/IEC 17025 の第 5.10 項（結果の報告）

の要求事項を満たすこと。試験証明書への署名は、登録申請書類に記

載された署名又は記名押印する者（代理者を含む。）に限る。 
また、試験証明書の記載事項の内容を満たしていれば、標章を付した

英文による試験証明書を発行することができる（当面は、日本語以外

に使用できる言語は英語のみとする。）。別紙３に、欄外に記載する英
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文の例を示す。 
なお、法第58条第２項の規定に基づき、以下の事項は禁じられている。 
② 登録試験事業者以外の者が試験証明書にJNLA標章を付すこと 
②登録試験事業者が登録範囲内の試験結果を含まない試験証明書に

JNLA標章を付すこと（例：JISに定めの無い試験品の結果のみの試験

証明書など。） 

なお、登録試験事業者以外の者が発行する試験証明書にJNLA標章を使

用することは工業標準化法で禁じられている。 

図１ 略 図１ 略 
１．３ 登録の引用について（法第 58 条、ISO/IEC 17011 7.1.2 
d),8.3.1,(8.1)） 
登録試験事業者は、標章の使用、取扱いなどの登録の引用に関する方針

をもつこと。 

１．３ 登録の引用について（法第 58 条、ISO/IEC 17011 7.1.2 
d),8.3.1,(8.1)） 
登録試験事業者は、標章の使用、取扱いなどの登録の引用に関する方

針をもつこと。このとき、以下の１．３．２項により標章を使用する

場合は、事前に認定機関の確認を得ること。 
１．３．１ 試験証明書への標章の使用 
(1) 略 
(2) 登録試験事業者は、標章付きの試験証明書に登録範囲外の試験結果

を含める場合は、以下の条件のすべてを満足すること。 
①登録範囲外の試験結果を含んでいる旨を、試験証明書の１頁目及び登

録範囲外の試験結果を含んでいるすべての頁に記載すること。一通の試

験証明書において、標章を付した頁と標章を付さない頁が混在する場合

には、標章を付した頁に登録範囲外の試験結果を含めてはならない。 
②試験証明書のすべての試験結果について、登録範囲内又は登録範囲外

の識別が証明書上で明確にできること。 

１．３．１ 試験証明書への標章の使用 
(1) 略 
(2) 標章付きの試験証明書に登録範囲外の試験結果を含める場合は、以

下の条件のすべてを満足すること。 
①登録範囲外の試験結果を含んでいる旨を試験証明書の標章を付した

頁に明確に記載すること。但し、複数頁にわたる試験証明書であって、

全頁にJNLA 標章が付されている場合にあっては、１頁目及び登録範

囲外の試験結果を含んでいる頁のみにその旨を記載すれば良いことと

する。 
②試験証明書の各試験結果について、登録範囲内又は登録範囲外の識

別が証明書上で明確にできること。 
１．３．２ 広告等における標章の使用 
登録試験事業者は、標章を単独で試験証明書以外に使用することはでき

ないが、試験事業者登録制度の普及・啓発の必要性に鑑み、以下の条件

のすべてを満たす場合は、標章をパンフレット、レターヘッド、その他

１．３．２ 広告等における標章の使用 
標章を単独で試験証明書以外に使用することはできないが、試験事業

者登録制度の普及・啓発の必要性に鑑み、以下の条件のすべてを満た

す場合は、標章をパンフレット、レターヘッド、その他の広告文書に
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の広告文書に使用することができる。 
(1) 標章は、標章を説明する文章の中で用いる。 
(2) 説明する文章の文字は、肉眼で明瞭に読みとれる大きさである。 
(3) 製品が認証されているとの誤解を与えるような標章の使用をして

いない。例えば、試験用試料、製品、製品の一部又はそのケースへの貼

付等が該当する。 
別紙２に、使用できる文章の例を示す。例以外の使用については、事前

に認定センターの確認を得ること。 

使用することができる。 
(1) 標章を、登録の範囲と共に標章を説明する文章の中で用いるとき。 
(2) 説明する文章の文字は、肉眼で明瞭に読みとれる大きさであるこ

と。 
(3) 標章は、製品が認証されているとの誤解を与えるような使用をしな

いこと。例えば、試験用試料、製品、製品の一部又はそのケースへの

貼付等が該当する。 
別紙１に、使用できる文章の例を示す。 

１．３．３ 標章を使用しない登録の引用について 
(1) 登録試験事業者は、取引に関係する文書等において、標章を使用せ

ずに登録試験事業者であることを引用する場合には、登録範囲（試験所、

区分）を明確にすること。 
(2) 登録試験事業者は、標章を付していない登録範囲外の試験証明書

に、JNLAで登録されている旨の表記を含めてもよいが、その試験証明

書の試験結果が登録範囲内であるかのような誤解を与える表現を用い

てはならない。別紙３に引用できる文章の例を示す。 

１．３．３ 標章を使用しない登録の引用について 
(1) 登録試験事業者は、取引に関係する文書等において登録試験事業者

であることを引用する場合には、登録範囲（試験所、区分）を明確に

すること。 
(2) 登録試験事業者は、登録範囲外の試験証明書にJNLAで登録されて

いる旨の表記を含めてもよいこととするが、その試験証明書の結果が

登録範囲内であるかのような誤解を与える表現を用いてはならない。

別紙２に引用できる文章の例を示す。 
１．４ 技能試験 略 １．４ 技能試験 略 
１．５ 報告徴収及び立入検査（法第64条） 
機構が必要と認める場合、法に基づく報告徴収又は立入検査を行うこと

がある。立入検査の際、登録試験事業者は、文書の検査、すべての試験

区域への立入り、記録の閲覧及び職員との接見を含む必要な便宜と協力

を機構に提供すること。 
また、立入検査に際して、登録外国試験事業者にあっては、外国の試験

所への旅費に相当する費用を納入すること（法第65条第４項）。 

１．５ 報告徴収及び立入検査（法第64条） 
機構が必要と認める場合、法に基づく報告徴収又は立入検査を行うこ

とがある。立入検査の際、登録試験事業者は、文書の検査、全ての試

験区域への立入り、記録の閲覧及び職員との接見を含む必要な便宜と

協力を機構に提供すること。 
また、立入検査に際して、登録外国試験事業者にあっては、外国の試

験所への旅費に相当する費用を納入すること。 
注）法に基づいて、登録外国試験事業者には旅費が課せられるが、こ

れは、通常、外国旅費が国内旅費に比べて極端に高額であるためであ

る。 
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１．６ 登録の更新（法第59条、省令第６条） 
(1) 登録試験事業者は、登録日から４年ごとにその更新を受けなけれ

ば、その期間の経過に よって登録が失効する。登録試験事業者は、登

録の更新を希望する場合は、登録の有効期間の満了の日の５ヶ月前まで

に登録の更新申請を行うこと。 
(2) 登録試験事業者は、登録の更新を希望しない場合は、登録の有効期

間満了後、直ちに登録証を認定センターに提出するとともに、一切の登

録の引用及び標章の使用を停止すること。 
(3) 初回登録後、別の試験方法の区分の登録（以下「追加登録」という）

を受けた登録試験事業者で、初回登録範囲に係る登録の更新を希望しな

い場合は、初回登録範囲の登録の有効期間満了後、直ちに法に基づく立

入検査を行い、追加登録範囲に係る ISO/IEC1 7025の４項 （管理上の

要求事項）の適合状況について確認を行う（国際MRA対応認定試験事

業者については、第３部１．６を参照）。また、当該事業者が、追加登

録範囲の登録の更新を希望する場合は、ISO/IEC 17025 の全項目につ

いて適合状況の確認を行う。 

１．６ 登録の更新（法第59条、省令第６条） 
(1) 登録試験事業者は、登録日から４年ごとにその更新を受けなけれ

ば、その期間の経過に よって登録が失効する。登録の更新を希望する

場合は、登録の有効期間の満了の日の５ヶ月前までに登録の更新申請

を行うこと。 
(2) 登録の更新を希望しない場合は、登録の有効期間満了後、直ちに登

録証を認定機関に提出するとともに、一切の登録の引用及び標章の使

用を停止すること。 
(3) 初回登録後、別の試験方法の区分の登録（以下「追加登録」という）

を受けた登録試験事業者で、初回登録範囲に係る登録の更新を希望し

ない場合は、初回登録範囲の登録の有効期間満了後、直ちに法に基づ

く立入検査を行い、追加登録範囲に係る ISO/IEC 17025の４項 （管

理上の要求事項）の適合状況について確認を行う。（国際MRA対応認

定事業者については、第３部１．６を参照）また、当該事業者が、追

加登録範囲の登録の更新を希望する場合は、ISO/IEC 17025の全項目

について適合状況の確認を行う。 
１．７ 変更届（法第 57 条、省令第２条第２項、ISO/IEC 17011 
7.12,7.13.1,7.13.2,8.1.2） 
(1) 登録試験事業者は、登録された試験方法の区分において、その区分

内に試験方法を追加する場合若しくは区分内の一部試験方法を廃止し

た場合、又は以下の①～⑥に掲げる事項について変更があった場合に

は、その変更について手引きに定める様式「登録内容等変更届出書」に

よって届け出ること。 
なお、②のうち試験結果に重大な影響を及ぼす器具、機械、装置、③、

④及び⑤については、 ISO/IEC 17011においても重要な事項とされて

いるので、遅滞なく届け出ること。 

１．７ 変更届（法第５７条、省令第２条第２項、ISO/IEC 17011 
7.12,7.13.1,7.13.2,8.1.2） 
(1) 登録試験事業者は、登録された試験方法の区分において、その区分

内に試験方法を追加する場合又は区分内の一部試験方法を廃止した場

合、また、試験事業を実施する上で重要な事項について変更があった

場合には、その変更について手引きに定める様式「登録内容等変更届

出書」によって届け出ること。重要な事項として届け出が必要な項目

としては、以下のものがある。 
②のうち試験結果に重大な影響をもつ設備機器類及び③、④、⑤につ

いては、 ISO/IEC  17011においても重要な項目とされているので、

遅滞なく届け出ること。 
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①～⑥ 略 
(2) 試験所の移転等、変更内容により認定センターが登録基準への継続

的な適合状況について現地での確認が必要と判断した場合は、登録試験

事業者に対し法に基づく立入検査を行う。 
(3) この文書で規定する要求事項、登録基準及びその他認定センターが

規定する要求事項に関する変更について、認定センターから正当な通知

を受けた場合には、登録試験事業者は、指示された期間内にその業務手

順について必要な変更を行うこと。また、変更が完了した時点で、その

旨を認定センターへ届け出ること。 
変更内容の例は手引きを参照のこと。 

①～⑥ 略 
(2) 試験所の移転等、変更内容により認定機関が登録基準への継続的

な適合状況について現地での確認が必要と判断した場合は、法に基づ

く立入検査を行う。 
(3) この規定の要求事項、登録審査基準及びその他認定機関が規定する

要求事項に関する変更について、認定機関から正当な通知を受けた場

合には、登録試験事業者は、指示された期間内にその業務手順につい

て必要な変更を行うこと。また、変更が完了した時点で、その旨を認

定機関へ届け出ること。 
変更内容の例は手引きを参照のこと。 

２．事業の承継（法第60条、ISO/IEC 17011 8.1.2） 
登録試験事業者が登録を受けた試験所に係る試験事業の全部を譲渡し

（注記）、又は登録試験事業者について相続、合併若しくは分割（当該

登録を受けた試験所に係る事業の全部を承継させるものに限る。）があ

ったときは、その登録を受けた試験所に係る試験事業の全部を譲り受け

た者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人

若しくは分割により試験事業の全部を承継した法人は、以前の登録試験

事業者の地位を承継することができる。 
登録試験事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書

面及び登録証を添えて、手引きに規定する様式「事業承継届出書」によ

り承継した旨を認定センターに届け出ること。また、同時に、手引きに

規定する様式「登録の一般要求事項の確認について（事業承継）」を提

出すること。 
注記：ここで「登録を受けた試験所に係る試験事業の全部譲渡」とは、

当該試験所の管理主体を含め、試験事業のすべてがA 法人からB 法人

に譲渡されること（株式のみの譲渡を含む。）をいう。A法人からB法

人に譲渡される際、管理主体、試験設備等の一部が譲渡されなかった場

２．事業の承継（法第60条、ISO/IEC 17011 8.1.2） 
登録に係る試験事業の全部が譲渡され、又は登録試験事業者の相続若

しくは合併があったときは、その試験事業を譲り受けた者、相続人又

は合併により設立した法人は、以前の登録試験事業者の地位を承継す

ることができる。 
登録試験事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する

書面及び登録証を添えて、手引きに規定する様式「事業承継届出書」

により承継した旨を機構に届け出ること。また、同時に、手引きに規

定する様式「登録の一般要求事項の確認について（事業承継）」を提出

すること。 
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合には、「試験事業の全部譲渡」に該当せず、譲渡契約が成立した時点

で当該試験所の登録が失効することがある。 
３．事業の廃止（法第61条、ISO/IEC 17011 8.1.2） 
登録試験事業者は、登録を受けた試験方法の区分の一部又はすべてに係

る試験事業を廃止したときは、遅滞なく、手引きに規定する様式「事業

廃止届出書」に登録証を添えて認定センターに届け出ること。 
また、登録試験事業のすべてを廃止したときは、直ちに一切の登録の引

用及び標章の使用を停止すること。 
なお、登録を受けた試験方法の区分において、その区分内の一部試験方

法を廃止したときは、変更届を提出すること。（１．７項参照） 

３．事業の廃止（法第61条、ISO/IEC 17011 8.1.2） 
登録試験事業者は、登録を受けた試験方法の区分の一部又はすべてを

廃止したときは、遅滞なく、手引きに規定する様式「事業廃止届出書」

に登録証を添えて機構に届け出ること。 
また、登録試験事業のすべてを廃止したときは、直ちに一切の登録の

引用及び標章の使用を停止すること。 
なお、登録を受けた試験方法の区分において、その区分内の一部試験

方法を廃止したときは、変更届を提出すること。（１．７項参照） 
４．登録の取消し（法第63条、法第65条第３項） 
以下のいずれかに該当する場合、登録が取り消されることがある。 
(1) 登録を受けた試験所が法第 57 条第２項の登録基準に適合しなくな

ったとき。 
(2) 不正の手段により法第57条第１項の登録を受けたとき。 
(3) 登録外国試験事業者の場合には、求めた報告がされず、又は虚偽の

報告がされたとき。 
(4) 登録外国試験事業者の場合には、検査が拒まれ、妨げられ、又は忌

避されたとき。 
(5) 登録外国試験事業者の場合には、立入検査に要する費用を負担しな

いとき。 
登録試験事業者は、登録の取消しを受けた場合は、直ちに一切の登録の

引用及び標章の使用を停止すること。 

４．登録の取消し（法第63条、法第65条第３項） 
以下のいずれかに該当する場合、登録が取り消されることがある。登

録試験事業者は、登録の取消しを受けた場合は、直ちに一切の登録の

引用及び標章の使用を停止すること。 
(1) 法第57条第２項の登録のための基準に適合しなくなったとき。 
(2) 不正の手段により法第57条第１項の登録を受けたとき。 
(3) 登録外国試験事業者の場合には、求めた報告がされず、又は虚偽の

報告がされたとき。 
(4) 登録外国試験事業者の場合には、検査が拒まれ、妨げられ、又は忌

避されたとき。 
(5) 登録外国試験事業者の場合には、立入検査に要する費用を負担しな

いとき。 

５．登録等の決定に関する試験事業者の権利 
試験事業者は、試験事業者の登録若しくは登録拒否又は登録取消しの決

定に関して不服がある場合には、認定センターに対して不服申立てを行

うことができる。不服申立ては、意見を述べる機会の提供などを含めて

５．登録等の決定に関する試験事業者の権利 
試験事業者の登録又は登録取消しの決定に関して不服がある場合に

は、認定機関に対して不服申立てを行うことができる。不服申立ては、

意見を述べる機会の提供などを含めて公正に処理され、その結果は不
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公正に処理され、その結果は不服申立て者に通知される。また、試験事

業者は、行政不服審査法に基づく異議申立て又は行政事件訴訟法に基づ

く処分の取消し訴訟ができる。 
６．認定国際基準対応サービスの申込み 略 

服申立て者に通知される。また、試験事業者は、行政不服審査法に基

づく異議申立て又は行政事件訴訟法に基づく処分の取消し訴訟ができ

る。 
６．認定国際基準対応サービスの申込み 略 

第３部 国際MRA対応認定試験事業者に関する事項 
１．国際MRA対応認定試験事業者の遵守事項 
国際MRA対応認定試験事業者が遵守しなければならない事項は、第２

部及び以下による。 

第３部 国際MRA対応認定事業者に関する事項 
１．国際MRA対応認定事業者が認定を維持するための遵守事項 
国際 MRA 対応認定事業者が認定を維持するために遵守しなければな

らない事項は、第２部及び以下による。 
１．１ 一般要求事項 
第２部の１．１に同じ。 

１．１ 一般要求事項 
第２部の１．１と同じ。 

１．２ 試験証明書の発行（ISO/IEC 17011 8.3.1） 
第２部の１．２に加え、以下(1)～(3)のとおり。 
なお、国際MRA対応認定試験事業者は、図２に示す認定シンボルの使

用及び認定国際基準に適合している旨の記載ができる。 

１．２ 試験証明書の発行（ISO/IEC 17011 8.3.1） 
第２部の１．２に加え、次のとおり。 
なお、国際 MRA 対応認定事業者は、図２に示す認定シンボルの使用

及び認定国際基準に適合している旨の記載ができる。 
備考 
(1) 認定機関は試験証明書に付されるこの認定シンボルを国際 MRA
対応のものとして、ILAC/APLACに登録している。 
(2) 認定シンボルは、原則、単色で使用すること。単色使用でない場合

には図２に示す色で使用すること。 
(1) 認定シンボルは、原則として、単色で使用すること。単色使用でな

い場合には図２に示す色で使用すること。 
(2) 国際MRA対応認定試験事業者は、認定に係る事業を廃止した場合

には、直ちに認定シンボル及び認定国際基準に適合している旨の表記を

停止すること。 
(3) 国際MRA対応認定試験事業者は、認定が一時停止又は取消しにな

った場合には、直ちに認定シンボル及び認定国際基準に適合している旨

の表記を停止すること。 

(1) 国際 MRA 対応認定事業者は、認定に係る事業を廃止した場合に

は、直ちに認定シンボル及び認定国際基準に適合している旨の表記を

停止すること。 
(2) 国際MRA対応認定事業者は、認定が一時停止又は取消しになった

場合には、直ちに認定シンボル及び認定国際基準に適合している旨の

表記を停止すること。 
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図２ 略 図２ 略 
備考：認定センターは、試験証明書に付される図2の認定シンボルを、

国際MRA対応のものとして、ILAC及びAPLACに登録している。 
 

１．３ 認定の引用について（ISO/IEC 17011 8.3.1） 
国際MRA対応認定試験事業者は、認定シンボルの使用、取扱いなどの

認定の引用に関する方針をもつこと。 

１．３ 認定の引用について（ISO/IEC 17011 8.3.1） 
国際 MRA 対応認定事業者は、認定シンボルの使用、取扱いなどの認

定の引用に関する方針をもつこと。このとき、以下の１．３．２によ

り認定シンボルを使用する場合には、事前に認定機関の確認を得るこ

と。 
１．３．１～１．３．３ 
第２部の１．３．１～１．３．３に同じ。ただし、規定中の「標章」を

「認定シンボル」と読み替える。 
なお、ILAC-MRA マークを含む認定シンボルは名刺に使用することは

できず、図３に示す認定シンボルを使用すること。また、別紙２に示す

例以外の使用については、事前に認定センターの確認を得ること。 

１．３．１～１．３．３ 
第２部の１．３．１～１．３．３と同じ。ただし、規定中の「標章」

を「認定シンボル」と読み替える。 
なお、ILAC マークを含む認定シンボルは名刺に使用することはでき

ず、図３に示す認定シンボルを使用すること。 

図３ 略 図３ 略 
１．４ 技能試験（ISO/IEC 17011 7.15、APLAC MR001の3.3項） 
国際 MRA 対応認定試験事業者は、認定センターが別に定める

「IAJapan技能試験に関する方針（URP24）」に従うこと。 

１．４ 技能試験（ISO/IEC 17011 7.15、APLAC MR001の3.3項） 
国際 MRA 対応認定事業者は、認定センターが別に定める「IAJapan
技能試験に関する方針（URP24）」に従うこと。 

１．５ 定期検査 
第２部の１．５に規定する立入検査等の可能性に加え、認定センターは

国際 MRA 対応認定試験事業者に対して認定国際基準への継続的な適

合及び技術能力の維持を確認するため、国際MRA対応認定試験事業者

との契約に基づく定期検査を行う。国際MRA対応認定試験事業者は、

必要な定期検査手数料を支払わなければならない。国際MRA対応認定

試験事業者は、定期検査の際、文書の確認、すべての試験区域への立入

り、記録の閲覧及び職員との接見を含む必要な便宜と協力を認定センタ

ーに提供すること。 

１．５ 定期検査 
第２部の１．５に規定する立入検査等の可能性に加え、認定機関は国

際 MRA 対応認定事業者に対して認定国際基準への継続的な適合及び

技術能力の維持を確認するため、国際 MRA 対応認定事業者との契約

に基づく定期検査を行う。国際 MRA 対応認定事業者は、必要な定期

検査手数料を支払わなければならない。また、定期検査の際、文書の

確認、全ての試験区域への立入り、記録の閲覧及び職員との接見を含

む必要な便宜と協力を認定機関に提供すること。 
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注記：国際MRA対応認定試験事業者に対して、法に基づく立入検査を

実施する場合、契約に基づく定期検査の周期を考慮し、法に基づく立入

検査と同時に定期検査を実施し、認定国際基準への継続的な適合状況を

確認する場合がある。 
(1) 定期検査の種類 
①初回認定後１年以内に実施する定期検査（部分検査） 
初回認定後１年以内の定期検査は、要求事項を部分的に確認する部分検

査である。この部分検査は、主に、初回認定審査において発見された不

適合、懸念事項等の是正状況、内部監査及びマネジメントレビューの実

施状況、技術的記録の管理状況等を現地で確認する。 
②２年ごとの定期検査（全項目検査） 
２年ごとの定期検査は、初回審査時と同様に、全認定範囲について

ISO/IEC 17025の全要求事項を確認する全項目検査である。 
なお、法に基づく登録更新審査を受けた場合は、これを定期検査（全項

目検査）と見なす。 
(2) 定期検査の周期 
原則として、初回認定後１年以内に定期検査（部分検査）を実施し、そ

の後２年以内（初回認定後３年以内）に定期検査（全項目検査）を実施

する。その後は、法に基づく登録更新審査（登録から４年以内）を受け

た後、原則として２年以内に定期検査（全項目検査）を実施し、この周

期を繰り返す。 
なお、初回登録日と初回認定日が異なる国際MRA対応認定試験事業者

は、定期検査の周期の起算日を初回登録日とする。 

注）国際 MRA 対応認定事業者に対して、法に基づく立入検査を実施

する場合、契約に基づく定期検査の周期を考慮し、法に基づく立入検

査と同時に定期検査を実施し、認定基準への継続的な適合状況を確認

する場合がある。 
(1) 定期検査の種類 
①初回認定後１年以内に実施する定期検査（部分検査） 
初回認定後１年以内の定期検査は、要求事項を部分的に確認する部分

検査である。この部分検査は、主に、初回認定審査において発見され

た不適合事項及びその他観察事項の是正状況、内部監査及びマネジメ

ントレビューの実施状況、技術的記録の管理状況等を現地で確認する。 
②２年ごとの定期検査（全項目検査） 
２年ごとの定期検査は、初回審査時と同様に全認定範囲について

ISO/IEC 17025の全要求事項を確認する全項目検査である。 
なお、法に基づく登録更新審査を受けた場合は、これを定期検査（全

項目検査）と見なす。 
(2) 定期検査の周期 
原則として、初回認定後１年以内に定期検査（部分検査）を実施し、

その後２年以内（初回認定後３年以内）に定期検査（全項目検査）を

実施する。その後は、法に基づく登録更新審査（登録から４年以内）

を受けた後、原則として２年以内に定期検査（全項目検査）を実施し、

この周期を繰り返す。 
なお、初回登録日と初回認定日が異なる国際MRA対応認定事業者は、

定期検査の周期の起点日を初回登録日とする。 
１．６ 認定の失効 
国際MRA対応認定試験事業者は、第２部１．６の登録の更新をしない

場合、登録の有効期間満了と同時に国際MRA対応認定試験事業者とし

ての認定を失効する。 

１．６ 認定の失効 
国際 MRA 対応認定事業者は、第２部１．６の登録の更新をしない場

合、登録の有効期間満了と同時に国際 MRA 対応認定事業者としての

認定を失効する。 
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認定失効後、登録証とともに、直ちに認定証を認定センターに届け出る

とともに、一切の認定シンボル及び認定国際基準に適合している旨の表

記を停止すること。（第２部１．６参照） 
１．７ 変更届（ISO/IEC 17011 8.1.3） 
第２部の１．７に同じ。登録証とともに、認定証を添えて届け出ること。 
１．８ 認定に用いられる規格を用いた認証行為の禁止（IAF-ILAC 
JGA2007 Sydney Resolution 7） 
国際 MRA 対応認定試験事業者は、認定に用いられる規格（例えば、

ISO/IEC 17025）を用いて認証行為を行わないこと。下請負契約者が

ISO/IEC 17025 を含む認定規格に適合しているかの評価を行わなけれ

ばならない場合があるが、下請負契約者に対して文書を発行する場合、

この文書は下請負の目的で発行するものであって ISO/IEC 17011に基

づく認証又は認定ではない旨を明記すること。 

認定失効後、登録証とともに、直ちに認定証を認定機関に届け出ると

ともに、一切の認定シンボル及び認定国際基準に適合している旨の表

記を停止すること。（第２部１．６参照） 
１．７ 変更届（ISO/IEC 17011 8.1.3） 
第２部の１．７と同じ。登録証とともに、認定証を添えて届け出るこ

と。 
１．８ 認定に用いられる規格を用いた認証行為の禁止（IAF-ILAC 
JGA2007 Sydney Resolution 7） 
認定に用いられる規格（例えば、ISO/IEC 17025）を用いて認証行為

を行わないこと。下請負事業者が ISO/IEC 17025を含む認定規格に適

合しているかの評価を行わなければならない場合があるが、下請事業

者に対して文書を発行する場合、この文書は下請負の目的で発行する

ものであってISO/IEC 17011に基づく認証又は認定ではない旨を明記

すること。 
２．事業の承継（ISO/IEC 17011 8.1.2） 
第２部の２．に同じ。登録証とともに、認定証を添えて届け出ること。 
３．事業の廃止（ISO/IEC 17011 8.1.2） 
第２部の３．に同じ。登録証とともに、認定証を添えて届け出ること。 
４．認定の一時停止、取消し（ISO/IEC 17011 7.1.3） 
国際 MRA 対応認定試験事業者が認定国際基準に適合していないおそ

れがある場合又は国際 MRA 対応認定試験事業者が認定を維持するた

めの遵守事項が遵守されない場合は、その内容の重要度を考慮して、そ

の認定の一時停止を行う場合がある。また、以下のいずれかに該当する

場合は、認定を取り消す。当該認定の一時停止又は取消しを受けた場合

には、直ちに認定シンボル及び認定国際基準に適合している旨の表記を

停止すること。 

２．事業の承継（ISO/IEC 17011 8.1.2） 
第２部の２．と同じ。登録証とともに、認定証を添えて届け出ること。 
３．事業の廃止（ISO/IEC 17011 8.1.2） 
第２部の３．と同じ。登録証とともに、認定証を添えて届け出ること。 
４．認定の一時停止、取消し（ISO/IEC 17011 7.1.3） 
国際 MRA 対応認定事業者が認定国際基準に適合していない恐れがあ

る場合又は国際 MRA 対応認定事業者が認定を維持するための遵守事

項が遵守されない場合は、その内容の重要度を考慮して、その認定の

一時停止を行う場合がある。また、以下のいずれかに該当する場合は、

認定を取り消す。当該認定の一時停止又は取消しを受けた場合には、

直ちに認定シンボル及び認定国際基準に適合している旨の表記を停止

すること。 



19/29 

(1) 一時停止中の国際MRA対応認定試験事業者が改善を行わなかった

場合。 
(2) 定期検査を受けない、IAJapan 技能試験に関する方針（URP24）
に適合しない等、認定国際基準の要件を満たさなかった場合。 
(3) 認定の地位の表明又は認定シンボルの使用に当たって、認定センタ

ーの評判を落とすような若しくは認定事実と異なる表明又は使用があ

った場合。 
(4) 定期検査等に要する費用を負担しない場合。 
５．認定等の決定に関する試験事業者の権利 
第２部の５．に同じ。 
６．認定国際基準対応サービスの解約 
国際 MRA 対応認定試験事業者は、認定国際基準対応サービスを解約

（一部解約を含む）する場合は、手引きに規定する様式「認定国際基準

対応サービス辞退届」に認定証を添えて届け出ること。 

(1) 一時停止中の国際 MRA 対応認定事業者が改善を行わなかった場

合。 
(2) 定期検査を受けない、技能試験に参加しない等認定国際基準の要件

を満たさなかった場合。 
(3)認定の地位の表明又は認定シンボルの使用に当たって、認定機関の

評判を落とすような若しくは認定事実と異なる表明又は使用があった

場合。 
(4) 定期検査等に要する費用を負担しない場合。 
５．認定等の決定に関する試験事業者の権利 
第２部の５．と同じ。 
６．認定国際基準対応サービスの解約 
国際 MRA 対応認定事業者は、認定国際基準対応サービスを解約（一

部解約を含む）する場合は、手引きに規定する様式「認定国際基準対

応サービス辞退届」に認定証を添えて届け出ること。 
附則 略 附則 略 
別紙１ 英文試験証明書の欄外に記載する英文の例 
英文試験証明書の欄外に記載する英文の例 
１．書面による承認なしの複製を禁じる文言の例 
和文：発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部分のみを複製

して用いることは禁じられています。 
英文 略 
２．ISO/IEC 17025に適合している旨の記載例 
和文 略 
英文 略 
３．APLAC及び ILACの相互承認に加盟している旨の記載例 
和文 略 

別紙３ 英文試験証明書の欄外に記載する英文の例 
英文試験証明書の欄外に記載する英文の例 
１．事前の承認なしの複製を禁じる文言の例 
和文：発行機関の事前の承認なしにこの証明書の一部分のみを複製し

て用いることは禁じられています。 
英文 略 
２．ISO/IEC 17025に適合している旨の記載例 
和文 略 
英文 略 
３．APLAC及び ILACの相互承認に加盟している旨の記載例 
和文 略 
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英文 略 
備考：３．の標記は国際MRA対応認定試験事業者のみ記載することが

できる。 

英文 略 
備考：３．の標記は国際 MRA 対応認定事業者のみ記載することがで

きる。 
別紙２ 標章の使用可能な例 
標章の使用可能な例（パンフレット、レターヘッド、その他の広告文書

への使用） 

別紙１ 標章の使用可能な例 
標章の使用可能な例（パンフレット、レターヘッド、その他の広告文

書への使用） 

凡例： 
 

は標章を、また、XXXXXXJPは登録番号を示す。 凡例： 
 
は標章を、また、○○△△は登録番号を示す。 

例1 例1 

 
XXXXXXJP 

は、工業標準化法に基づく試験事業者登録制度の標章で

す。 
当社（当法人、弊社等可）●●試験所（▲▲試験センタ

ー、検査課等可）は、××試験区分（分野）の登録試験

事業者で、XXXXXXJPは当試験所の登録番号です。 ○○△△ 

は、工業標準化法に基づく試験事業者登録制度の標章で

す。 
当（当社、当法人、弊社等可）試験所（試験センター、

検査課等可）は、××試験区分（分野）の登録試験事業

者で、○○△△は当試験室の登録事業者番号です。 
例2 
当社●●試験所は、工業標準化法試験事業者登録制度に基づく登録試験

事業者で、××試験方法他×件の登録を受けています。試験結果には、

下の標章がついた試験証明書を発行することができます。 

例2 
当（当社、当法人、弊社等可）試験所（試験センター、検査課等可）

は、工業標準化法試験事業者登録制度に基づく登録試験事業者で、×

×試験方法他×件の登録を受けています。試験結果には、下の標章が

ついた試験証明書を発行することができます。 

 
XXXXXXJP 

XXXXXXJPは当試験所の登録番号です。 

○○△△ 

○○△△は当試験所の登録事業者番号です。 

例3 例3 
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XXXXXXJP 

は、工業標準化法に基づく試験事業者登録制度の標章

で、当社●●試験所は、××試験区分（分野）の登録試

験事業者です。 
（XXXXXXJPは当試験所の登録番号です。） 

○○△△ 

は、工業標準化法に基づく試験事業者登録制度の標章で、

当試験所は、××試験区分（分野）の登録試験事業者で

す。 
（○○△△は当試験室の登録事業者番号です。） 

備考：これらの文言に加えて「JNLA は、登録基準として 国際標準化

機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準を用いていま

す。」の文言を入れることができる。 
国際MRA対応認定試験事業者は、「当社はAPLAC及び ILACの相互

承認の署名者である IAJapan により認定された試験所であり、認定国

際基準に対応しています。」の文言を入れることができる。 

備考：これらの文言に加えて「JNLAは、登録基準として 国際標準化

機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準を用いていま

す。」の文言を入れることができる。 
国際MRA対応認定事業者は、「当社はAPLAC及び ILACの相互承認

の署名者である認定機関により認定された試験所であり、認定国際基

準に対応しています。」の文言を入れることができる。 
標章の使用可能な例（名刺への使用）  

例4  

 
XXXXXXJP 

当社●●試験所はJNLA登録試験事業者です。 
XXXXXXJPは当試験所の登録番号です。 

  

別紙３ 標章を使用せずに登録状況を引用する文章の例 
標章を使用せずに登録状況を引用する文章の例 
例1～例3 略 

別紙２ 標章を使用せずに登録状況を引用する文章の例 
標章を使用せずに登録状況を引用する文章の例 
例1～例3 略 

附属書（参考）JNLAの試験結果の規格適合性の表明に関する指針 附属書JNLAの試験結果の規格適合性の表明に関する指針 
１．目的 
この附属書は、新JISマーク制度創設に伴う法令改正により、鉱工業品

の JIS への適合表明を行う際、JNLA 登録試験事業者等が発行する試

１．経緯及び目的 
試験所・校正機関の認定（登録）制度における試験・校正結果の不確

かさの推定について、校正分野においては、ISO/IEC Guide 25以前か
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験証明書を活用するに当たって、試験結果の不確かさを規格適合性の評

価において取り扱うための指針を示すことを目的とする。個々の指針

は、認定センターが定める「JNLAの試験における測定の不確かさの適

用に関する方針（JNRP24）」の４．２「カテゴリー分類の定義」によ

るカテゴリー毎に規定する。*1 

ら、校正機関に対し不確かさの推定が要求されていたため、校正結果

に不確かさの表記がなされてきた長い歴史を持っている。これに対し、

試験分野においては、不確かさの推定が求められるようなったのは、

試験所に対する要求事項である ISO/IEC 17025:1999 が制定されてか

らであり歴史が浅いことから、JNLA の試験所登録の審査において試

験所に対し不確かさの推定ができる能力を要求してきているものの、

試験報告書には、これまで試験結果に不確かさの表記がなされていな

い状態であった。 
また、JNLA の証明書の記載事項を定めている「工業標準化法に基づ

く登録試験事業者等に関する省令」において、当初その第四条第一号

で「製品試験により得られた値を記載する証明書であり、日本工業規

格との適合性を証明するものではない旨の表記」を証明書中に記載す

ることが規定されていたため、試験結果の規格適合性を判定する際に、

不確かさをどの様に考慮すべきかについて検討されていなかった。 
しかし、新JISマーク制度創設に伴う法令改正により、鉱工業品のJIS
規格への適合表明を行う際、JNLA 登録試験事業者等が発行する試験

証明書を活用することが可能となったため、試験結果の不確かさを規

格適合性の評価において取り扱うための指針を示すこととした。 
なお、この指針は、認定機関が定める「JNLA の試験における測定の

不確かさの適用に関する方針」の４．２「カテゴリー分類の定義」に

よるカテゴリー毎に規定する。*1 
２．JNLAの試験結果の規格適合性の表明に関する指針 略 
(1) カテゴリー分類 第Ⅰ類「定性試験」略 
(2) カテゴリー分類 第Ⅱ類「定量試験A」 
(2)－1 ISO/IEC 17025の5.4.6.2注記2に規定される所定の要件を満た

したJISの試験方法に厳密にしたがって試験を行う場合、規格値は所定

の不確かさが考慮された上で決められていると考えることができるた

２．JNLAの試験結果の規格適合性の表明に関する指針 略 
(1) カテゴリー分類 第Ⅰ類「定性試験」略 
(2) カテゴリー分類 第Ⅱ類「定量試験A」 
(2)－1 JIS Q 17025の5.4.6.2注記2に規定される所定の要件を満たし

た JIS の試験方法に厳密にしたがって試験を行う場合、規格値は所定

の不確かさが考慮された上で決められていると考えることができるた
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め、規格適合性の表明に際して試験所は自身で新たに測定の不確かさを

見積って考慮する必要はなく、次の(a)又は(b)により適合性を判定し表

明することができる。 
(a)・(b) 略 
(2)－2 略 
(3) カテゴリー分類 第Ⅲ類「定量試験B」*2 略 

め、規格適合性の表明に際して試験所は自身で新たに測定の不確かさ

を見積って考慮する必要はなく、次の(a)又は(b)により適合性を判定し

表明することができる。 
(a)・(b) 略 
(2)－2 略 
(3) カテゴリー分類 第Ⅲ類「定量試験B」*2 略 

図（APLAC TC 004から抜粋） 
ケース1 略 
ケース2 
試験結果は上限未満だが、余裕は不確かさ区間の半分に満たない。 
したがって、適合は宣言できない。 
しかし、信頼の水準 95％以下が容認できるなら、適合の宣言が可能か

もしれない。 

図（APLAC TC 004から抜粋） 
ケース1 略 
ケース2 
試験結果は上限未満だが、余裕は不確かさ区間の半分に満たない。 
したがって適合の宣言はできない。 
しかし、信頼の水準95％以下が容認できるなら適合の宣言は可能かも

しれない。 
ケース3 
試験結果は限界自体に乗っている。したがって、適合も不適合も宣言で

きない。 
しかし、信頼の水準 95％以下が容認でき、規格限界が試験結果≦上限

で定義されるなら、適合の宣言が可能かもしれない。規格限界が試験結

果＜上限で定義されるなら、不適合の宣言が可能かもしれない。 

ケース3 
試験結果は限界自体に乗っている。したがって適合も不適合も宣言で

きない。 
しかし、信頼の水準95％以下が容認でき、規格限界が試験結果≦上限

で定義されるなら、適合の宣言は可能かもしれない。規格限界が試験

結果＜上限で定義されるなら、不適合の宣言が可能かもしれない。 
ケース4 
試験結果は上限を超えているが、余裕は不確かさ区間の半分に満たな

い。 
したがって、不適合は宣言できない。 
しかし、信頼の水準 95％以下が容認できるなら、不適合の宣言が可能

かもしれない。 

ケース4 
試験結果は上限を超えているが、余裕は不確かさ区間の半分に満たな

い。 
したがって不適合は宣言できない。 
しかし、95％以下の信頼の水準が容認できるなら、不適合の宣言は可

能かもしれない。 
ケース5 
不確かさ区間の半分を下に伸ばしても、試験結果は上限を超えている。 

ケース5 
不確かさ区間の半分を下に伸ばしても試験結果は上限を越えている。 
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したがって、製品は規格に適合しない。 したがって、製品は規格に適合しない。 
上限（の図）略 
下限（の図）略 
ケース6 略 

上限（の図）略 
下限（の図）略 
ケース6 略 

ケース7 
試験結果は下限を超えているが、余裕は不確かさ区間の半分に満たな

い。 
したがって、適合は宣言できない。 
しかし、信頼の水準 95％以下が容認できるなら、適合の宣言が可能か

もしれない。 

ケース7 
試験結果は下限を超えているが、余裕は不確かさ区間の半分に満たな

い。 
したがって適合の宣言はできない。 
しかし、信頼の水準95％以下が容認できるなら適合の宣言は可能かも

しれない。 
ケース8 
試験結果は限界自体に乗っている。したがって、適合も不適合も宣言で

きない。 
しかし、信頼の水準 95％以下が容認でき、規格限界が試験結果≧下限

で定義されるなら、適合の宣言が可能かもしれない。規格限界が試験結

果＞下限で定義されるなら、不適合の宣言が可能かもしれない。 

ケース8 
試験結果は限界自体に乗っている。したがって適合も不適合も宣言で

きない。 
しかし、信頼の水準95％以下が容認でき、規格限界が試験結果≧下限

で定義できるなら適合の宣言は可能かもしれない。規格限界が試験結

果＞下限で定義されるなら、不適合の宣言が可能かもしれない。 
ケース9 
試験結果は下限未満だが、余裕は不確かさ区間の半分に満たない。 
したがって、不適合は宣言できない。 
しかし、信頼の水準 95％以下が容認できるなら、不適合の宣言が可能

かもしれない。 

ケース9 
試験結果は下限未満だが、余裕は不確かさ区間の半分に満たない。 
したがって不適合は宣言できない。 
しかし、信頼の水準95％以下が容認できるなら、不適合の宣言は可能

かもしれない。 
ケース10 
不確かさ区間の半分を上に伸ばしても、試験結果は下限を超えている。 
したがって、製品は規格に適合しない。 

ケース10 
不確かさ区間の半分を上に伸ばしても、試験結果は下限を越えている。 
したがって、製品は規格に適合しない。 

附属書（参考）別紙 1 JNLA の試験における測定の不確かさの適用に

関する方針（抜粋） 
（参考 1）JNLA の試験における測定の不確かさの適用に関する方針

（抜粋） 
４．２ カテゴリー分類の定義 ４．２ カテゴリー分類の定義 
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(1) 第Ⅰ類「定性試験」略 
(2) 第Ⅱ類「定量試験A」 
試験における測定の結果が数値で表される JIS の試験方法であって、

ISO/IEC 17025の5.4.6.2の注記2※に該当するもの。試験所はその試

験方法及び報告方法の指示に従うことによって ISO/IEC 17025 の

5.4.6.2 を満足することから、試験における測定の不確かさの見積もり

を必要としない。ただし、その場合であっても試験所は自らの判断で(3)
の①から④までのいずれかによって不確かさを見積もることができる。 
※ISO/IEC 17025の5.4.6.2の注記2 
広く認められた試験方法が測定の不確かさの主要な要因の値に限界を

定め、計算結果の表現形式を規定している場合には、試験所はその試験

方法及び報告方法の指示に従うことによってこの項目を満足すると考

えられる（5.10参照）。 
(3) 第Ⅲ類「定量試験B」 
試験における測定の結果が数値で表される JIS の試験方法であって、

ISO/IEC 17025の5.4.6.2の注記2に該当しないもの。この種類の試験

に対し、ISO/IEC 17025の5.4.6.2及び5.4.6.3の要求事項を満たす為

に、試験所は以下の方法のいずれかによって不確かさを推定することが

できる。 
①～④ 略 

(1) 第Ⅰ類「定性試験」略 
(2) 第Ⅱ類「定量試験A」 
試験における測定の結果が数値で表される JIS の試験方法であって、

JIS Q 17025の5.4.6.2の注記2※に該当するもの。試験所はその試験

方法及び報告方法の指示に従うことによってJIS Q 17025の5.4.6.2を
満足することから、試験における測定の不確かさの見積もりを必要と

しない。ただし、その場合であっても試験所は自らの判断で(3)の①か

ら④までのいずれかによって不確かさを見積もることができる。 
※JIS Q 17025の5.4.6.2の注記2 
広く認められた試験方法が測定の不確かさの主要な要因の値に限界を

定め、計算結果の表現形式を規定している場合には、試験所はその試

験方法及び報告方法の指示に従うことによってこの項目を満足すると

考えられる（5.10参照）。 
(3) 第Ⅲ類「定量試験B」 
試験における測定の結果が数値で表される JIS の試験方法であって、

JIS Q 17025の5.4.6.2の注記2に該当しないもの。この種類の試験に

対し、JIS Q 17025の5.4.6.2及び5.4.6.3の要求事項を満たす為に、

試験所は以下の方法のいずれかによって不確かさを推定することがで

きる。 
① ～④ 略 

附属書（参考）別紙 2 APLAC TC 004 Issue No. 4（Issue Date: 
09/2010）試験結果及び校正結果並びに仕様への適合性の表記方法（抜

粋） 

（参考2）本指針の策定にあたり参考とした国際機関（ILAC，APLAC）
の規格（仕様）適合性の評価に関する指針（抜粋） 

2. 仕様への適合性の審査及び報告 
2.1 ISO/IEC 17025:2005 の 5.10.3.1 c)との整合性から、この指針で

は、試験が表記された仕様に従って実施され、依頼者又は仕様が適合性

の表記を要求する場合、試験結果が当該仕様への適合性の有無を示す表
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記を試験証明書に含めなければならない、ということを要求する。不確

かさが適合性の表記に影響を与える可能性があるケースが幾つか存在

するので、これらを以下に吟味する。 
2.2 最も単純なケースは、仕様が、試験結果が任意の信頼水準の不確

かさにより展開される場合に、定義された仕様限界値を外れてはならな

い又は中に入ってはならない、と定めている場合である。このようなケ

ース（附属書（参考）の図のケース1、5、6及び10）では、適合性（不

適合性）の審査は、わかりやすいものとなるであろう。 
2.3 もっと頻繁にあるのは、仕様が証明書又は報告書に適合性の表記

を要求しながら、適合性の審査に及ぼす不確かさの影響を考慮すること

に言及しないケースである。このようなケースでは、試験結果が仕様限

界値内に入っているかどうかに基づき、不確かさを考慮することなく、

ユーザが適合性を判定することが適切な場合がある。 
例えば、ある棒の直径の測定結果が0.50 mmで、その棒の仕様限界値

が0.45 mmから0.55 mmの間にある場合、ユーザは、その棒が測定の

不確かさを考慮することなく要求事項を満たしていると結論付けてよ

い。 
これは、合意された測定方法によって製品が試験された後で、仕様を満

たさないかもしれないリスクの一部を、エンドユーザが負うことから、

しばしば「共有されたリスク（shared risk）」と呼ばれる。この場合、

合意された測定方法の不確かさは受入れ可能であるという絶対的な前

提があり、かつ、必要な場合に不確かさを評価できることは重要である。

国家の法規制は、共有されたリスクの原理を無効としたり、不確かさの

リスクを一つの当事者に負わせることができる。 
2.4 依頼者と試験所との間の契約、実施基準又は仕様により、適用す

る方法の正確さが十分であり、適合性を判定する場合に、不確かさは明

示的に考慮する必要がないということを表記してもよい。共有されたリ



27/29 

スク（shared risk：上述）に関する同様の検討事項は、このような状

況下で適用する。 
2.5 基準、試験仕様、依頼者の要求事項、契約、実施基準のいずれも

存在しない場合、以下のアプローチを採用してよい。 
(a) 信頼水準95％の拡張不確かさ区間の半分を延長しても、試験結果が

仕様の限界値を超えなければ、仕様への適合を表明することができる

（図のケース1及び6）。 
(b) 試験結果を拡張不確かさ区間の半分を下方に延長しても、試験結果

が仕様の上限を超えている場合、仕様への不適合を表明することができ

る（図のケース5）。 

(a) 試験結果に信頼水準 95％の拡張不確かさ区間を加味しても、規格

の上限及び下限のいずれも超えないならば、規格への適合が宣言でき

る（図のケース1及び6）。 
(b) 試験結果から拡張不確かさの片側区間分を差し引いた値が規格の

上限を越えている場合、規格への不適合が宣言できる（図のケース5）。 

(c) 試験結果を拡張不確かさの区間の半分を上方に延長しても、試験結

果が仕様の下限に満たない場合、仕様への不適合を表明することができ

る（図のケース10）。 

(c) 試験結果に拡張不確かさの片側区間分を加えた値が規格の下限を

下回っている場合、規格への不適合が宣言できる（図のケース10）。 

(d) 一つの試験結果が、同じ製品単位からのサンプルで、より多く試験

する可能性なしに、仕様限界に十分に接近しており、拡張不確かさ区間

の半分が限界値と重なる場合、表明された信頼水準で適合や不適合を確

認することは不可能である。試験結果及び拡張不確かさは、適合も不適

合も実証できなかったことを示す表記とともに報告されるのが望まし

い。これらの状況（図のケース2、4、7及び9）に適用される適切な表

記は、例えば次のようなものであろう。 

(d) 試験結果が規格限界に十分に接近しており、拡張不確かさの片側区

間が規格限界とオーバーラップしているならば、規定の信頼水準で適

合や不適合を確定するのは不可能である。試験結果及び拡張不確かさ

は、適合も不適合も証明できなかったことを示す声明とともに報告さ

れるのが望ましい。これらの状況（図のケース 2、4、7 及 9）に適用

される適切な声明は、例えば次のようなものであろう。 

『試験結果は仕様の上（下）限に対して測定の不確かさの幅を満たして

いない。したがって、信頼水準 95％で適合／不適合を表記することは

できない。しかし、95％未満の信頼水準が容認できるならば、適合／不

適合の表記は可能かもしれない。』 
法令が拒否又は承認に関する決定を要求するならば、図のケース2及び

7 の場合は（信頼水準 95％未満の計算及び報告を用いて）仕様限界へ

の適合を表記することができる。図のケース4及び9の場合は（信頼の

『試験結果は測定の不確かさ未満の偏差をもって規格限界の上（下）

側にある。したがって、信頼水準95％で適合／不適合を宣言すること

はできない。しかし、95％未満の信頼水準が容認できるならば、適合

／不適合の宣言は可能かも知れない。』 
法令がどうしても規格適合の合否に関する決定を要求するならば、図

のケース2及び7の場合は（信頼水準95％未満でなら）規格限界への

適合を宣言できる。図のケース4及び9の場合は（信頼の水準95％未
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水準 95％未満の計算及び報告を用いて）仕様限界への不適合を表記す

ることができる。 
満でなら）規格限界への不適合を宣言できる。 

製品１単位から二つ以上のサンプルを試験できる場合、あるいは繰り返

し試験ができる場合、再現試験や試験の繰り返しを実施することが望ま

しい。同一サンプル若しくは繰り返し試験でのすべての試験結果の平均

値及びこの平均値に付随する新しい不確かさを推定した後、上記2.5(a)
から(d)と同様の判断が行われるのが望ましい。 
注記：2.5項の(a)から(d)までは、測定された値についての不確かさの分

布曲線が平均値に対して対称であることの仮定に基づいている。ある場

合には、これは正しくない、たとえば、測定された値に対する有意な補

正が正しくなく、しかし不確かさの寄与が考えられる場合、あるいは傾

斜分布を持つことが知られている支配的な不確かさの要素が他の不確

かさの要素と結合されて、あたかも正規分布をしている場合である。こ

れらの場合、測定値と測定の不確かさについてのより正確な計算によ

り、一義的な結論を出すことができるだろう。 

可能な場合、再試験が望ましい。同一試験対象のすべての試験結果の

平均値及びこの平均値に付随する新しい不確かさを推定した後、上記

(a)から(d)と同様の判断が行われるのが望ましい。 

(e) 試験結果がちょうど仕様限界上にあるならば、表明された信頼水準

での適合や不適合を表記することはできない。試験結果及び拡張不確か

さは、表明された信頼水準では適合も不適合も実証できなかったことを

示す表記とともに報告するのが望ましい。これらの状況（図のケース3
及び8）に適用される適切な表記は、例えば次のようなものであろう。 

(e) 試験結果がちょうど規格限界上にあるならば、規定の信頼水準での

適合や不適合の宣言はできない。試験結果及び拡張不確かさは、規定

の信頼水準では適合も不適合も証明できなかったことを示す声明とと

もに報告するのが望ましい。これらの状況（図のケース 3 及び 8）に

適用される適切な声明は、例えば次のようなものであろう。 
『試験結果は仕様限界値に等しい。したがって、どの信頼水準でも適合

又は不適合を表記することはできない。』 
『試験結果は規格限界値に等しい。したがって任意の信頼水準で適合

又は不適合の宣言はできない。』 
法令が、信頼水準に拘わらず、適合又は不適合の形で評価に係る表記を

要求するならば、2.3を考慮して、表記は仕様の定義に依存した次のよ

うなものが考えられる。 
・仕様限界が“＜”又は“＞”で定義され、試験結果が仕様限界値に等

法令が信頼水準を無視して適合や不適合の形態で評価する声明を要求

するならば、声明は規格（仕様）の定義に依存した次のようなものが

考えられる。 
・規格限界が“＜”又は“＞”で規定され、試験結果が規格限界値に
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しいならば、不適合を表記することができる。 
・仕様限界が“≦”又は“≧”で定義され、試験結果が仕様限界値に等

しいならば、適合を表記することができる。 
可能であれば、上記2.5(d)の最後の段落で説明されているように、試験

や測定を繰り返すことが望ましい。 

等しいならば、不適合が宣言できる。 
・規格限界が“≦”又は“≧”で規定され、試験結果が規格限界値に

等しいならば、適合が宣言できる。 

 


